
補助対象区域について

①中心商店街(昭和通り、登道、銀泉街各商店街)を含む都市計画法上の商業地域 ②喜光地商店街を含む都市計画法上の商業地域

別表

1. 中心商店街区域

昭和通り商店街、登り道商店街及び銀泉街商店街を含む港

町、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、西町、泉池町、

泉宮町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、

西原町二丁目、西原町三丁目の区域のうち、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する商

業地域に該当する区域

2. 喜光地商店街区域

喜光地商店街を含む喜光地町一丁目、喜光地町二丁目の区域

のうち、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第

１項第１号に規定する商業地域に該当する区域
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※補助対象区域は上図①②の黒枠内


